
令和５年１月1日より、インド向け輸出水産食品を輸出する場合、
従来の衛生証明書に加えて、新しい様式の衛生証明書が必要となる予定です。

〇新しい様式の衛生証明書発行申請の際に追加で必要となる事項

English 日本語
Consigner：Tel no. 輸出者の電話番号
Consignee：Tel no. 輸入者の電話番号
Country of origin 原産国
Invoice no. & Date インボイス番号/日付
Intended purpose 目的
Approval number/s of establishment/s 
(Number/Date/Validity)

施設認定の番号
(番号/日付/期限)

Description of the food including HS code and 
Species (scientific name)

一般名（HS code含む）及び学名

Name of the product 製品名
Lot no./Batch no. ロット番号
Date of manufacture or packaging 生産日
Best Before (If any) 賞味期限（あれば）
Date of Expiry 消費期限

〇令和４年12月までは1つの衛生証明書を、
令和５年１月からは2つの衛生証明書を発行します。
〇新しい証明書様式の記載方法や移行期間等について、インド政府に確認中です。



（参考）インド向け輸出水産食品の衛生証明書の新たな様式
（インド政府が提示している様式案）



（注）新しい様式の記載方法の詳細や移行期間など、インド政
府への確認がとれ次第、随時情報を更新します。
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